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１ 委員会設置の背景 

 平成 29年３月に、文部科学省より新学習指導要領が告示され、これまでの我

が国の学校教育の実践や蓄積を活かし、子供たちが未来社会を切り拓くための

資質・能力を一層確実に育成することが示されている。 

 新学習指導要領の理念の下、小学校教育の更なる質の向上を図るためには、

「主体的・対話的で深い学び」の実現や小学校英語の教科化等への対応、小学

校教育と就学前教育及び中学校教育との円滑な接続を図る取組の一層の充実が

求められている。一方、教育の担い手である教員の働き方については、様々な

調査結果から業務の内容等を改善するとともに、効率化を図る必要性等が指摘

されている。 

 こうしたことから、東京都教育委員会では、小学校教育の現状と課題を把握

するとともに、今後の小学校教育の在り方について検討するため、本委員会を

設置した。 

  

２ 小学校教育の現状と課題 

（１） 学習内容及び授業時数 

 ア 現状 

 ○ 新学習指導要領では、新たな教育内容として、第３・４学年での「外国

語活動」、第５・６学年での「外国語科（英語）」、各教科等における「プロ

グラミング教育」等が示され、充実を図る教育内容として、「言語能力」、「理

数教育」、「道徳教育」等が示されている。また、指導方法として、「主体的・

対話的で深い学び」の実現による一層の授業改善が新たに求められている。 

 ○ 平成 20 年告示の現行学習指導要領は、平成 10 年告示の学習指導要領と

比較して、年間総授業時数が 35時間から 70時間増加している。 

   一方、新学習指導要領では、第３学年以上で、年間総授業時数が更に 35

時間増加し、学校週６日制であった平成元年告示の学習指導要領と同水準

になる。例えば第６学年の各教科等の年間授業時数1を週５日間の時程に当

てはめると、６時間授業が４日、５時間授業が１日の計 29時間となり、時

間割に余裕がほとんどなくなると想定される。このため、学校は時間割の

編成について、更なる工夫をする必要があると考えられる。 

 ○ 学習指導の実態や教員の意識などを経年で調べた「第６回学習指導基本

調査（平成 28 年：ベネッセ教育総合研究所）」によると、教員が心がけて

いる授業方法は、「グループ活動を取り入れた授業」の割合が増加している

                                                   
1各教科等の授業時数は、学校教育法施行規則 別表第一により規定 
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反面、「計算や漢字等の反復的な練習」や「個別学習を取り入れた授業」の

割合が減少している（Ｐ８参考資料１－３参照）。 

   新学習指導要領が求める「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、

教員はグループ活動を取り入れた授業を心がけているものの、計算や漢字

等の反復的な学習への意識が低下していると考えられる。 
 

 イ 課題 

 ○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行うとともに、

基礎的・基本的な知識及び技能の確実な習得を図るためには、授業の質の

向上と、授業時数の確保を図る必要がある。 

 

（２） 児童の状況及び指導体制 

 ア 現状 

 ○ 東京都教育委員会では、平成 22年度より小学校第１学年児童・中学校第

１学年生徒の不適応状況に対応するための教員加配を行っており、教員加

配前の平成 20年度より不適応状況が発生した学校の割合が減少するといっ

た効果がみられた（Ｐ７参考資料１－１参照）。しかし、不適応状況は現在でも一

定程度発生しており、教員加配による学級規模の縮小や、ティーム・ティ

ーチングだけでは、完全な解決が図られていない状況にある。 

 ○ 幼稚園・保育所・認定こども園等の就学前施設では、理念や経営方針等

を基に、それぞれの特徴を生かした教育を行っており、小学校入学時点ま

での幼児の生活経験や遊びを通した学びには違いがある。様々な就学前施

設において多様な生活経験等をしてきた幼児は、小学校入学後、学校ごと

に同一の教育課程による教育を受けることになる。 

 ○ 現在、都内の公立幼稚園等と小学校とでは、園児・児童の交流活動を積

極的に行うとともに、教員同士の連携の充実を図っている（Ｐ７参考資料１－１

参照）。これらの取組は、一様に行われているわけではなく、取組内容や回数

等、質的にも量的にも違いがみられる。 
 

 イ 課題 

 ○ 多様な生活経験や遊びを通した学びを積み重ねてきた幼児が、小学校で

の学習・生活を意欲的に進めることができるようにするために、指導体制・

指導内容・指導方法等を含め、就学前教育と小学校教育との一層の円滑な

接続を図る必要がある。 
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（３） 学習指導・学習環境 

 ア 現状 

 ○ 専科教員の配置状況は、音楽、図画工作がともに約９割となっている。

教員の定数は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律（以下「標準法」と記す）2により定められている。東京都では、専

科教員を 16学級以下の学校に２名、17学級以上の学校に３名を配置できる

よう教職員定数配当基準を定めている。 

例えば、音楽及び図画工作を専科教員が指導した場合、学級担任には時間

割上、週３～４時間程度(１日当たりでは１時間未満)の授業を行わない時間

（以下「空き時間」と記す）が生じる。教員は、この空き時間に採点や提出

物の点検、授業準備等を行っているが、これらの業務を行うには十分な時間

とは言えず、勤務時間外にも行っている。 

 ○ 平成 29年の東京都教育委員会の調査によると、専科教員による指導を「全

ての学年で充実すべき」、「高学年を中心に充実すべき」と考えている教員

は、ともに４割を超えている（Ｐ９参考資料２－２参照）。 

   また、平成 28年の全国連合小学校長会の調査によると、「英語の指導は、

標準法を改正し、専科教員を配置して指導するとよい」と考える校長は７

割を超えており、平成 27 年の調査より 10 ポイント以上上昇している。学

校現場では、高学年での専科教員による指導、とりわけ英語の指導への要

望が多い。 

 ○ 「全国学力・学習状況調査（平成 28年：文部科学省）」によると、「コン

ピューター等の情報通信技術を活用して、子供同士が教え合い学び合うな

どの学習や課題発見・解決型の学習指導」を行っている学校ほど平均正答

率が高く、ＩＣＴの活用は学力の向上に一定の効果があると考えられる。

一方、ＩＣＴ機器の整備状況や指導体制は区市町村や学校によりばらつき

があり、教員や児童の活用状況についても違いがみられる。 
 

 イ 課題 

 ○ 学級担任による指導体制を基盤としつつ、教育の質の向上や教員の働き

方改革につながるよう、学習指導や学習環境など小学校教育全体について

見直しが必要である。 

 

（４） 教員の勤務状況 

 ア 現状 

 ○ 前出の「第６回学習指導基本調査」によると、教員の平日在校時間は 11

                                                   
2 昭和 33年公布。公立の義務教育諸学校に関する学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を規定 
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時間 54分であり、平成 22年の調査より 25分増加している。また、約４割

の教員が、ほとんど毎週又は２週間に１日程度、土日に出勤している（Ｐ８

参考資料１－４参照）。 

 ○ 教員の平日の勤務内容をみると、授業を行うことに加え、校内での会議、

文書作成、保護者対応や、校外での会議、研修会への参加等があり、児童

への個別対応や授業準備等の時間を勤務時間内に十分確保することは困難

である。 

 ○ 教員は、長期休業日においても個人面談、水泳指導、宿泊行事等の業務

を行ったり、都や区市町村教育委員会による研修、お祭りやキャンプ等の

地域行事へ参加したりしている。また、授業日には取得することが難しい

週休日の振替、夏季休暇や年次有給休暇の取得等もあり、教員は、長期休

業日においても授業や学校行事等の準備の時間を十分に取れているとは言

えない。 
 

 イ 課題 

 ○ 教育の質をより向上させるために、教員の働き方を改革する必要がある。 

 

３ 解決に向けた提言 

（１） 基本的な考え方 

 ○ 新学習指導要領の理念の下、児童一人一人の資質・能力をより一層伸ば

していくことができるよう、教育の質の向上を図ることが重要である。 

 ○ 新学習指導要領で示された、「幼児期の教育との接続及び低学年における

教育全体の充実」や「中学校教育及びその後の教育との接続の重要性」を

踏まえ、小学校教育の在り方について、教育内容や指導方法の改善及び授

業時数の確保等、質や量の両面から見直しを図る必要がある。 

 ○ 地域や家庭等、幼児・児童を取り巻く環境が変化する中において、学校

の抱える様々な課題に対応するとともに、教育の質の向上につながるよう、

教員の働き方改革を進めていくべきである。 

 

（２） 提言 

 ア 就学前教育と小学校教育との一層の円滑な接続 

 ○ 就学前教育と小学校教育との一層の円滑な接続を図るために、５歳児ま

での既有の経験や既に身に付けている資質・能力について明らかにした上

で、例えば「身近な事柄について話したり聞いたりすること」や「数量や

図形についての感覚を豊かにすること」等、指導によって育むことができ

ると考えられる資質・能力についても検証を行う。その結果やこれまでの
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就学前教育の成果や課題を踏まえ、幼児・児童の実態に応じて、５歳児か

ら小学校低学年をひとまとまりとした教育課程を研究・開発する必要があ

る。 

 ○ ５歳児から小学校低学年をひとまとまりとした教育課程を研究・開発す

るに当たっては、例えば「自分で選択して取り組む活動」と「学級全体で

行う活動」とを効果的に取り入れるなど、幼児の遊びを通した学びや児童

の各教科等における学習の特性を生かした指導方法を明らかにする必要が

ある。 

 ○ 幼児・児童の発達段階に応じた指導を一層充実させるために、５歳児か

ら小学校低学年をひとまとまりとした教育課程に沿った教材や教具の充

実・開発を行うとともに、教室の形態、机・椅子の配置、掲示物、遊具の

拡充等、学習・生活環境を幼児・児童の発達段階に応じて工夫し、整備す

る必要がある。 

 ○ 幼児・児童一人一人が抱える課題に個別に対応したり、学習内容を確実

に身に付けられるよう個別学習やグループ学習等を行ったりするなど、個

に応じた指導の一層の充実を図るとともに、幼稚園教諭及び小学校教諭等

による指導者の複数体制を整えることを検討する必要がある。 

 ○ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー及び外部専門機関

等との連携を充実させることで、幼児・児童の発達の状況について早期の

実態把握・対応を図ることができると考える。例えば、小学校に設置され

ている特別支援教室の適用範囲を幼稚園等にまで拡げるなど、より早期か

ら専門的な対応を図ることができる体制の構築について検討する必要があ

る。 

 

 イ 教育の質の向上 

 ○ 幼児・児童を取り巻く環境の変化に応じて発達の状況も変化してきてお

り、読み書きの能力のように伸長しているものがある一方、基本的な生活

習慣・コミュニケーション能力等、課題となるものもみられる。就学前施

設の種別に関わらず、３歳以上の幼児の教育・保育に関するねらい及び内

容が共通のものとして示されたことも踏まえ、小学校における従来の教育

内容や指導方法を見直す必要がある。 

 ○ 小学校における「外国語科（英語）」等の新たな教育内容は、専門性の高

い教員による系統的な指導が有効である。特に、第３・４学年の「外国語

活動」、第５・６学年の「外国語科（英語）」の指導については、専科教員

等による指導体制を構築することが望まれる。 

 ○ 「第１学年生徒の適応状況調査（平成 24 年：東京都教育委員会）」によ
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ると、児童が中学校入学に際して不安と感じる事項は多岐にわたるが、特

に学習に関する不安が多くみられる（Ｐ10 参考資料３参照）。中学校への進学に

向けて、児童の不安を解消するとともに、より専門性の高い指導を一層進

めることが必要である。例えば、小学校から中学校への円滑な接続を見据

え、高学年を中心とした専科指導を拡充することも一つの方策である。 

 ○ ＩＣＴ機器の整備及び推進体制の一層の充実を図り、授業や放課後の補

習、家庭学習等でのＩＣＴの活用を推進する取組について検討を行い、個

に応じた支援を一層推進する必要がある。 

 ○ 東京都にはＩＴ企業をはじめ多くの民間企業等があり、これらの民間企

業等の協力を得て、学校に人的・物的資源を適切に投入できるようにする

とともに、校務におけるＩＣＴの一層の活用を図り、より質の高い教育が

可能となる体制の構築について検討する必要がある。 

 

 ウ 教員の働き方改革 

 ○ 小学校教員の働き方改革を進めるためには、専科教員等による指導体制

を構築することによって、学級担任の空き時間を増やしていく必要がある。 

 ○ 教員一人一人の指導の質の向上と授業準備等の効率化を図るために、授

業におけるＩＣＴ機器やデジタル教材の積極的な活用や共有化の推進を図

る取組について検討する必要がある。 

 ○ 教員が担うべき業務である学習指導や生活指導において、児童一人一人

への対応に注力できる環境を整備するために、校務運営や授業準備等を支

援する人材の配置や、学校支援ボランティアによる教育支援活動を行う体

制を構築する必要がある。 

 

（３） 今後の方向 

  本委員会では、小学校教育の現状と課題について、脳科学、発達心理学、

学校制度や学校教育等の専門家がそれぞれの見地から検討を行ってきた。 

  そして、そこでの議論を基に、小学校教育の今後の在り方について、「就学

前教育と小学校教育との一層の円滑な接続」、「教育の質の向上」、「教員の働

き方改革」の３点から本提言をまとめた。 

  東京都教育委員会においては、本提言を基に教育課程等を具体化するとと

もに、効果検証の方法等を明らかにするなど、今後も更なる検討を行ってい

くことを期待する。 
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小学校教育の現状と今後の在り方検討委員会 設置要項 

 

（設置） 

第１ 新学習指導要領の実施を見据え、小学校教育の現状と課題を把握するとともに、小

学校教育の質の向上を図るための方策及び今後の小学校教育の在り方について検討す

ることを目的として、小学校教育の現状と今後の在り方検討委員会（以下、「検討委員

会」という。）を設置する。 

 

（設置期間） 

第２ 検討委員会の設置期間は、平成２９年７月１日から平成３０年３月３１日までとす

る。 

 

（構成） 

第３ 検討委員会は、次に掲げる者をもって構成する。 

一 委員長 

二 副委員長 

三 委員 

２ 委員長は、大学教授等の職にある者とする。 

３ 副委員長は、東京都教育監の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、別表に掲げる者とする。また、委員長は、必要に応じて臨時委員を委嘱する

ことができる。 

 

（委員長の職務等） 

第４ 委員長は、本委員会の運営を統括する。 

２ 委員長は、本委員会を招集し、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 

３ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

 

（運営等） 

第５ 検討委員会の運営等は、次のとおりとする。 

（１） 委員長は、検討委員会を招集し、主宰する。 

（２） 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求めることができる。 

（３） 検討委員会は、年４回程度開催する。 

 

（任期） 

第６ 委員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

（庶務） 

第７ 検討委員会の庶務は、東京都教育庁指導部義務教育指導課において処理する。 

  

（補則） 

第８ この要項に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。 

 

（附則） 

この要項は、平成２９年７月１日から施行する。 
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小学校教育の現状と今後の在り方検討委員会 委員名簿 

 

区分 職    名 氏  名 備 考 

学

識

経

験

者 

玉川大学 教授 坂 野  慎 二 委員長 

株式会社日立製作所 名誉フェロー 小 泉  英 明  

明治学院大学 教授 藤 﨑  眞 知 代  

学
校
関
係
者 

東京都国公立幼稚園・こども園長会長 

（文京区立第一幼稚園長） 
桶 田  ゆ か り  

東京都公立小学校長会長 

（新宿区立西戸山小学校長） 
種 村  明 頼  

教

育

庁

関

係

者 

教育監 出 張  吉 訓 副委員長 

指導部長 増 渕  達 夫  

地域教育支援部長 安 部  典 子  

人事部長 江 藤  巧  

 

事 

務 

局 
指導部義務教育指導課長 栗 原  宏 成 事務局長 

総務部企画担当課長 西 山  公 美 子  

地域教育支援部義務教育課長 新 田 智 哉  

人事部人事計画課長 加 倉 井  祐 介  

指導部指導企画課長 建 部  豊  

指導部主任指導主事（幼児教育・環境教育担当） 毛 利  元 一 事務局次長 

指導部義務教育指導課統括指導主事（幼児教育） 秋 田  博 昭  

指導部義務教育指導課指導主事 久 家  さ や 加  

指導部義務教育指導課課長代理（課務担当） 中 井  広 志  


